
（表２）難病患者の高額医療費限度額 

 

 

 

（注） 

従来の階層区分で用いられている「主生計者」は廃止され、世帯単位の収入に変わり

ました。ここでいう世帯は医療保険上の世帯です。つまり同じ医療保険（国保とか健

保）にある家族全ての収入が合算されます。なので、異なる医療保険である場合は家

族であっても合算はされません。 

 主生計者が本人である場合の自己負担額の減額（１/２）は無くなりました。 

 


